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社会科学習 ～昔の生活を調べる～（第三小学校３年生）
熱心に説明に聞き入る小学生たち

創ろうみんなで　元気な安心のまちを！
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平成26年２月10日付けで奈良県知事から正式に解散が認可されました。

解散に至った経緯などについて、お知らせします。

上牧町土地開発公社は、昭和48年11月に「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、地域の

秩序ある整備と町民福祉増進に寄与することを目的に、町が全額出資して設立した特別法人です。

公社は、町の依頼を受け、道路整備など公共事業に必要な土地が値上がりする前に、金融機関から

借りた資金により、町に代わって先行取得し、町の事業費の節減、定住人口の拡大、産業振興など、

まちづくりに役割を果たしてきました。

しかし、平成３年のバブル経済崩壊後、全国的に地価の下落が続く状況において、町の公社用地

の買戻しが遅れ、長期保有の用地いわゆる「塩漬け土地」が増加し、金融機関からの借入金に対す

る利息が公社の経営を圧迫するようになりました。

これらのことは、全国的にも見られ、国は、公社の抜本的な改革に早期に取り組むよう指針を示

しました。その支援策として、第三セクター等改革推進債（以下、「三セク債」)制度が創設されまし

た。これは、公社の解散などを条件に、町が公社の借入金を代わりに支払うことを特別に認めると

ともに、その支払利息の４割を国が負担するというもので、その利用期限は平成25年度となってい

ます。

町と議会は、平成19年から設置された財政問題特別委員会の中で継続して公社の抜本的改革に向

けた検討を行い、このままでは、債務保証をしている町の財政にも影響を及ぼす恐れがあると判断

し、町財政の将来にわたる負担の軽減と安定した運営、そして負の遺産を残さないためにも、三セ

ク債を活用した解散を選択するとの結論にいたりました。

町は、平成24年９月議会において、公社の解散と三セク債の起債許可申請をする議案を上程し、

議会はこれを議決しました。

町が、公社の借入金42億円を三セク債を活用して支払う代わりに、公社は保有する公有用地を資

産評価額５億8,750万円で町に弁済しました。不足する36億1,250万円について公社に弁済する資金

力はなく、町は平成25年12月議会において、その返還請求権を放棄する議案を上程し、議会はこれ

を議決しました。この議決により公社の債務が解消され解散が認可されました。

今後は、４月末を目途に、「公有地の拡大の推進に関する法律」の規定に基づき、官報に解散公告

（下記）と債権届出の催告を行うなど清算業務（債権債務処理等）を進めてまいります。

なお、町は公社から代物弁済として譲り受けた土地について、事業計画や利用方法を十分検討し、

可能なものは売却を図ることにしています。

上牧町土地開発公社を解散しました

上牧町土地開発公社　解散公告

上牧町土地開発公社の解散に伴い、債権者への債権の申出を催告するために平成26年２月20

日付け官報により下記のとおり公告していますので、お知らせします。

解散公告(第１回)

当公社は、平成26年２月10日奈良県知事の認可により解散したので、当公社に債権を有する

者は、本公告掲載の翌日から２箇月以内にお申し出下さい。上記期間内にお申し出がないとき

は清算から除斥します。

平成26年２月20日

奈良県北　城郡上牧町大字上牧３３５０番地

上牧町土地開発公社

清算人　今中　富夫

上牧町土地開発公社を解散しました
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「
み
ん
な
で
上
牧
町
の
ま
ち
づ

く
り
を
考
え
る
！
ま
ち
づ
く
り

基
本
条
例
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」

(

上
牧
町
・
上
牧
町
ま
ち
づ
く

り
基
本
条
例
制
定
検
討
委
員
会

(

共
催))

を
、
１
月
18
日(

土)

、

２
０
０
０
年
会
館
に
お
い
て
開

催
し
ま
し
た
。

第
１
部
の
基
調
講
演
で
、
帝

塚
山
大
学
大
学
院
法
政
策
研
究

科
教
授(

上
牧
町
ま
ち
づ
く
り

基
本
条
例
制
定
検
討
委
員
会
副

委
員
長)

の
中
川
幾
郎
さ
ん
が
、

「
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
の
必

要
性
」
な
ど
ま
ち
づ
く
り
の
基

本
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
講
演

さ
れ
、
第
２
部
で
は
、
同
志
社

大
学
大
学
院
総
合
政
策
研
究
科

教
授(

同
委
員
会
委
員
長)

の
新

川
達
郎
さ
ん
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
を
務
め
、
「
協
働
で
つ
く

る
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
を
考

え
る
」
と
題
し
た
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
、
今

中
町
長
や
委
員
の
み
な
さ
ん
か

ら
本
条
例
に
対
す
る
想
い
が
述

べ
ら
れ
た
ほ
か
、
来
場
者
か
ら

の
質
問
に
対
す
る
討
論
な
ど
も

行
わ
れ
ま
し
た
。

上
牧
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
制
定
検
討
委
員
会(

新
川
達
郎
委
員
長)

か
ら
今
中
町
長
に
「
上
牧
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例(

案
）」
の
答
申
が
２

月
12
日(

水)

に
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
条
例(

案)

は
昨
年
６
月
か
ら
計
13

回
に
わ
た
り
検
討
委
員
会
に
お
い
て
議
論
を
重
ね
ら
れ
、
今
回
の
答
申
と

な
り
ま
し
た
。

本
条
例(

案)

は
、
前
文
と
９
章
39
条
か
ら
な
る
条
例
で
、
第
１
章
「
総

則
」、
第
２
章
「
町
民
の
権
利
と
義
務
」、
第
３
章
「
議
会
及
び
議
員
の
役

割
と
責
務
等
」、
第
４
章
「
町
の
役
割
と
責
務
等
」、
第
５
章
「
町
政
運
営
」、

第
６
章
「
情
報
の
共
有
等
」、
第
７
章
「
参
画
と
協
働
」、
第
８
章
「
広
域

連
携
等
」、
第
９
章
「
条
例
の
見
直
し
等
」
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
お
り
、

各
条
文
の
検
討
に
際
し
て
は
、
先
に
上
牧
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
策
定

委
員
会
か
ら
答
申
さ
れ
た
条
例
素
案
の
趣
旨
と
精
神
を
最
大
限
に
尊
重
す

る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
に
係
る
必
要
な
調
査
及

び
議
論
が
行
わ
れ
、
住
民
周
知
の
た
め
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
と
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施
を
経
て
、
本
条
例(

案)

を
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

今
後
は
本
条
例
を
、
上
牧
町
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
の
最
高
規
範
と
位

置
づ
け
、
こ
れ
に
基
づ
き
ま
ち
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

上
牧
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例(

案)

答
申

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催

新川委員長から今中町長へ答申

上牧町まちづくり基本条例制定検討委員会
のみなさん

今
中
町
長
あ
い
さ
つ

新
川
委
員
長
あ
い
さ
つ

中
川
教
授
に
よ
る

基
調
講
演

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

の
様
子
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片
岡
台
１
丁
目
自
治
会
で
は
、
１
月
25
日(

土)

に
地
域
の
み
な

さ
ん
の
親
睦
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
餅
つ
き
大
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
２
０
０
人
以
上
の
か
た
が
参
加

さ
れ
、
シ
ル
バ
ー
ク
ラ
ブ
・
自
治
会
・
子
ど
も
会
と
そ
れ
ぞ
れ

に
役
割
を
分
担
し
、
お
餅
・
豚
汁
・
ぜ
ん
ざ
い
を
作
り
、
参
加

者
に
振
舞
わ
れ
ま
し
た
。

餅
つ
き
と
い
う
行
事
を
通
し
て
、
地
域
の
み
な
さ
ん
が
年
齢

を
問
わ
ず
交
流
を
深
め
ら
れ
ま
し
た
。

新
春
餅
つ
き
大
会

ー
片
岡
台
１
丁
目
自
治
会
ー

靴
下
の
端
切
れ
を
指
で
編
み
、
四
角
や
丸
、
猫
の

顔
な
ど
の
形
に
作
ら
れ
た
座
布
団
。
入
院
さ
れ
て
い

る
患
者
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
に
役
割
を
決
め
、
楽
し
み

な
が
ら
作
製
さ
れ
た
作
品
で
す
。
デ
ザ
イ
ン
や
色
の

組
み
合
わ
せ
な
ど
も
自
分
た
ち
で
決
め
、
作
ら
れ
ま

し
た
。

「
自
分
た
ち
の
作
品
が
住
民
の
み
な
さ
ん
に
活
用
し

て
も
ら
え
て
嬉
し
い
と
喜
ん
で
い
ま
す
。」
と
担
当

者
の
か
た
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

さ
さ
ゆ
り
ル
ー
ム
な
ど
で
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

平
成
24
年
度
国
の
補
正
予
算
「
消
防
団
を
核
と
し

た
地
域
総
合
防
災
強
化
事
業
」
に
よ
り
、
小
型
動
力

ポ
ン
プ
積
載
型
軽
自
動
車
両
が
無
償
で
貸
与
さ
れ
ま

し
た
。

軽
自
動
車
両
と
い
う
こ
と
で
、
道
幅
が
狭
い
と
こ

ろ
な
ど
で
も
迅
速
な
消
防
活
動
が
今
以
上
に
可
能
と

な
り
、
地
域
住
民
の
安
全
安
心
を
提
供
で
き
る
と
期

待
し
て
お
り
ま
す
。

去
る
２
月
24
日(
月)
に
、
消
防
車
両
分
団
配
属
式

が
行
わ
れ
、
竹
島
消
防
団
長
よ
り
配
属
先
で
あ
る
第

４
分
団
に
配
属
書
の
交
付
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
し
ぎ
さ
ん
よ
り

座
布
団
寄
贈

小
型
動
力
ポ
ン
プ
積
載
型

軽
自
動
車
両
無
償
貸
与
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高
齢
者
一
人
暮
し
へ
の
防
火
訪
問

西
和
消
防
署
で
は
、
春
季
火
災
予
防
運

動(

３
月
１
日
か
ら
７
日)

の
行
事
の
一
環

と
し
て
「
75
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
宅
へ

の
防
火
訪
問
」
を
行
い
ま
す
。

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
状
況
、
火
の

取
り
扱
い
の
注
意
や
暖
房
機
器
の
チ
ェ
ッ
ク

な
ど
を
通
し
て
、
み
な
さ
ん
と
ふ
れ
合
う
な

か
で
防
火
意
識
を
高
め
て
い
た
だ
こ
う
と
思

い
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
訪
問
職
員
は
、
「
消
防
公
務
証
」
を
携

帯
し
て
い
ま
す
。
不
審
な
場
合
は
、
提
示

を
求
め
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先

西
和
消
防
署
　
予
防
課

73
ー
１
０
０
１(

内
線
２
３
１
・
２
５
２)

３
月
は
「
労
働
条
件
の
明
示
・

確
認
月
間
」
で
す
！

「
雇
う
人
も
働
く
人
も
　
労
働
条
件
は
　

し
か
と
明
示
、
し
か
と
確
認

働
く
前
の
お
約
束
」

３
月
１
日
か
ら
31
日
は
、
「
労
働
条
件

の
明
示
・
確
認
月
間
」
で
す
。

労
働
基
準
法
第
15
条
で
は
、
労
働
契
約

を
結
ぶ
際
、
賃
金
、
労
働
時
間
な
ど
の
労

働
条
件
を
明
示
し
た
書
面(

労
働
条
件
通
知

書)

を
事
業
主
か
ら
労
働
者
に
交
付
す
る
こ

と
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
労
働
基
準
法
第
１
０
６
条
で
は
、

就
業
規
則
を
労
働
者
に
周
知
さ
せ
る
こ
と

を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

▼
問
合
先

奈
良
労
働
局
労
働
基
準
部
監
督
課

０
７
４
２
ー
32
ー
０
２
０
４

国
保
の
保
険
証
の
更
新

保
険
証(

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証)

は
国
保
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
の
証
明

書
で
あ
り
、
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き

の
受
診
券
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
大
切
に

お
取
り
扱
い
く
だ
さ
い
。

①
記
載
内
容
に
誤
り
が
な
い
か
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

②
必
ず
手
も
と
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

③
資
格
が
無
く
な
っ
た
ら
国
保
の
窓
口
へ

返
し
て
く
だ
さ
い
。

④
有
効
期
限
の
過
ぎ
た
保
険
証
は
使
え
ま

せ
ん
。

⑤
出
産
、
死
亡
、
職
場
の
健
康
保
険
へ
の

加
入
な
ど
で
世
帯
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合

は
国
保
の
窓
口
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

現
在
使
用
中
の
保
険
証
は
、
４
月
１
日

以
降
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
保
険
証
の
更

新
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

▼
更
新
月
日

３
月
17
日(

月)

か
ら
31
日(

月)

ま
で
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

(

土
・
日
・
祝
日
は
除
く)

▼
更
新
場
所

徴
収
課

★
な
お
、
保
険
税
を
完
納
し
て
い
る
か
た
に
つ

い
て
は
３
月
下
旬
に
郵
送(

＊
簡
易
書
留
郵

便)

に
よ
り
交
付
し
ま
す
。
有
効
期
限
の
切
れ

た
古
い
保
険
証
は
ご
自
身
で
処
分
願
い
ま
す
。

＊
簡
易
書
留
郵
便
は
、
受
取
り
に
印
鑑
が
必

要
で
す
。
配
達
日
に
不
在
の
場
合
、
郵
便

物
の
お
預
か
り
の
お
知
ら
せ
が
投
函
さ
れ

ま
す
の
で
、
お
知
ら
せ
に
従
い
、
再
配
達

な
ど
に
よ
り
お
受
取
り
く
だ
さ
い
。
１
週

間
の
保
管
期
間
経
過
後
は
役
場
に
戻
さ
れ

ま
す
。
そ
の
後
は
保
険
年
金
課
窓
口
で
の

交
付
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先

徴
収
課

役
場
内
線
１
２
５
・
１
５
５
・
１
７
２
番

保
険
年
金
課

役
場
内
線
１
２
６
・
１
７
０
番

警
察
官
Ａ(

第
１
回)

採
用
試
験

案
内警

察
官
Ａ(

大
学
卒)

採
用
試
験
が
実
施

さ
れ
ま
す
。

▼
内
容
・
と
き
・
と
こ
ろ

《
体
力
試
験
》
４
月
26
日(

土)

・
27
日(

日)

の

う
ち
指
定
す
る
１
日
　
奈
良
県
警
察
学
校

《
教
養
・
論
文
試
験
》
５
月
11
日(

日)

県
立

二
階
堂
高
等
学
校

▼
採
用
予
定
人
数

男
性
　
55
人
程
度

女
性
　
６
人
程
度

▼
受
験
資
格

昭
和
59
年
４
月
２
日
以
降
に

生
ま
れ
た
か
た
で
、
学
校
教
育
法
に
よ
る

大
学(

短
期
大
学
を
除
く)
を
卒
業
し
た
か

た
と
翌
年
３
月
末
日
ま
で
に
卒
業
見
込
み

の
か
た

▼
受
付
期
間

◎
郵
送(

簡
易
書
留)

・
持
参
の
場
合

２
月
28
日(

金)

か
ら
４
月
18
日(

金)

◎
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
場
合

２
月
28
日(

金)

か
ら
４
月
14
日(

月)

※
受
験
案
内
・
配
布
場
所
な
ど
に
つ
い
て
は
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
・
申
込
先

奈
良
県
警
察
本
部
警
務

課
採
用
係
　
〒
６
３
０
ー
８
５
７
８
　
奈

良
市
登
大
路
町
80
番
地
　

０
１
２
０
ー
３
５
１
ー
２
０
４(

採
用
フ

リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル)

h
ttp
://w
w
w
.p
o
lice.p

ref.n
ara.jp

/

定
例
会
は
３
月
４
日
か
ら

第
一
回
上
牧
町
議
会
定
例
会
は
、
３
月

４
日（
火)

の
午
前
10
時
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

会
期
日
程
に
つ
い
て
は
２
月
28
日(

金)

午
前
10
時
開
催
の
議
会
運
営
委
員
会
で
決

り
ま
す
。

▼
問
合
先

議
会
事
務
局

役
場
内
線
３
０
４
番

上
牧
町
役
場
内
Ａ
Ｔ
Ｍ
機(

キ
ャ
ッ

シ
ュ
コ
ー
ナ
ー)

撤
去
の
お
知
ら
せ

指
定
金
融
機
関
の
変
更
に
伴
い
ま
し

て
、
３
月
31
日(

月)

を
以
っ
て
Ａ
Ｔ
Ｍ
機

(

キ
ャ
ッ
シ
ュ
コ
ー
ナ
ー)

を
撤
去
い
た
し

ま
す
。
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固
定
資
産
税
の
評
価
の
基
礎
と

な
る
路
線
価
図
を
公
開

固
定
資
産
税
の
宅
地
評
価
に
つ
い
て
納
税

者
に
理
解
と
認
識
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め

に
路
線
価
図
な
ど
の
公
開
を
行
い
ま
す
。

▼
と
　
き

４
月
１
日(

火)

か
ら
の
午
前
８

時
30
分
か
ら
午
後
５
時
30
分
ま
で(

土
・

日
・
祝
日
を
除
く)

▼
対
象
地
目

宅
地

▼
対
象
範
囲

全
て
の
路
線
価

▼
対
象
者

納
税
者
以
外
も
含
め
て

▼
問
合
先

税
務
課
　
固
定
資
産
税
係

役
場
内
線
１
４
８
番

法
律
講
座
開
催

奈
良
弁
護
士
会
で
は
、
広
く
住
民
の
み

な
さ
ん
に
法
的
知
識
の
普
及
を
図
る
た

め
、
毎
月
第
２
土
曜
日
に
無
料
法
律
講
座

を
開
催
し
て
い
ま
す
。
弁
護
士
が
講
師
と

な
っ
て
、
身
近
な
法
律
問
題
を
わ
か
り
や

す
く
講
義
し
ま
す
。

▼
内
容
・
と
き

☆
弁
護
士
に
依
頼
す
る
方
法
と
ポ
イ
ン
ト

４
月
12
日(

土)

午
後
１
時
か
ら
３
時
ま
で

☆
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
被
害

５
月
10
日(

土)

午
後
１
時
か
ら
３
時
ま
で

☆
不
動
産
売
買

６
月
14
日(

土)

午
後
１
時
か
ら
３
時
ま
で

▼
と
こ
ろ

奈
良
弁
護
士
会
館

▼
申
込
方
法

希
望
講
座
・
〒
・
住
所
・
名
前

(

ふ
り
が
な)

・
電
話
番
号
を
記
入
の
上
、
ハ

ガ
キ
か
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先

奈
良
弁
護
士
会
　
〒
６
３
０
ー

８
２
３
７
　
奈
良
市
中
筋
町
22
ー
１

０
７
４
２
ー
22
ー
２
０
３
５
　

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
７
４
２
ー
23
ー
８
３
１
９

固
定
資
産(

土
地
・
家
屋)

価
格

を
縦
覧
し
ま
す

地
方
税
法
第
四
一
六
条
に
よ
り
固
定
資
産

(

土
地
・
家
屋)

価
格
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

▼
と
　
き

４
月
１
日(

火)

か
ら
第
１
期
納

期
限
６
月
２
日(

月)

ま
で
の
午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
５
時
30
分
ま
で(

土
・
日
・
祝

日
を
除
く)

▼
問
合
先

税
務
課
　
固
定
資
産
税
係

役
場
内
線
１
４
８
番

な
ら
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
就
活
セ
ミ
ナ
ー

▼
内
容
・
と
き

☆
仕
事
の
探
し
方

４
月
３
日(

木)

午
後
１
時
30
分
か
ら
４
時
30
分

☆
実
践
に
役
立
つ
！
面
接
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
　

〜
集
団
面
接
編
〜

４
月
９
日(

水)
午
後
１
時
30
分
か
ら
４
時
30
分

☆
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

４
月
24
日(

木)

午
後
１
時
30
分
か
ら
４
時
30
分

▼
と
こ
ろ

な
ら
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ

▼
定
　
員

先
着
各
10
名
程
度

▼
対
象
者

就
職
活
動
中
の
学
生
や
お
お
む

ね
35
歳
未
満
の
求
職
者(

40
代
前
半
ま
で
の

不
安
定
就
労
者
を
含
む)

▼
申
込
方
法

３
月
13
日
（
木
）
か
ら
各
セ
ミ

ナ
ー
前
日
ま
で
に
、
セ
ミ
ナ
ー
名
・
開
催

日
・
名
前(

ふ
り
が
な)

・
居
住
地
の
市
町

村
名
・
電
話
番
号
・
年
齢
・
性
別
を
電
話

か
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先

な
ら
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ(

奈
良
市
西

木
辻
町
93
ー
６
　
エ
ル
ト
ピ
ア
奈
良
内)

０
７
４
２
ー
23
ー
５
７
３
０

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
７
４
２
ー
23
ー
５
７
５
７

http://w
w
w
.pref.nara.jp/item

/6
3
3
9
2
.htm

春
季
全
国
火
災
予
防
運
動
実
施

火
災
が
発
生
し
や
す
い
時
季
を
迎
え
る

に
当
た
り
、
火
災
の
発
生
を
防
止
し
、
高

齢
者
を
中
心
と
す
る
死
者
の
発
生
を
減
少

さ
せ
る
な
ど
を
目
的
と
し
て
、
春
季
全
国

火
災
予
防
運
動
を
実
施
し
ま
す
。

▼
と
　
き

３
月
１
日(

土)

か
ら
７
日(

金)

『
消
す
ま
で
は
　
心
の
警
報
　
Ｏ
Ｎ
の
ま
ま
』

(

平
成
25
年
度
全
国
統
一
防
火
標
語)

上
牧
町
臨
時
職
員
　
募
集

給
食
調
理
員
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

▼
職
務
内
容

町
内
の
小
・
中
学
校
で
学
校

給
食
の
調
理
な
ど

▼
募
集
人
員

若
干
名

▼
申
込
資
格

調
理
師
免
許
を
持
つ
健
康
な

か
た

▼
採
用
期
間

４
月
１
日(

火)

か
ら

(

勤
務
状
況
が
良
好
な
場
合
、
６
か
月
毎
の

期
間
で
更
新
有)

▼
賃
　
金

１
時
間
あ
た
り
８
０
０
円

▼
勤
務
条
件

午
前
８
時
30
分
か
ら
午
後
３

時
30
分
ま
で

▼
休
　
日

週
休
２
日
制
。
土
・
日
・
祝
日
、

学
校
が
休
み
の
期
間
及
び
給
食
が
な
い
日

▼
申
込
方
法

市
販
の
履
歴
書(

写
真
貼
付)

に

記
入
の
う
え
調
理
師
免
許
状
の
写
し
と
と
も

に
教
育
総
務
課
に
持
参
か
郵
送
し
て
く
だ
さ

い
。
提
出
書
類
は
お
返
し
し
ま
せ
ん
。
後
日

面
接
の
う
え
採
用
の
可
否
を
決
定
し
ま
す
。

▼
申
込
期
間

３
月
３
日(

月)

か
ら
17
日(

月)

の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

▼
問
合
先

教
育
総
務
課
　

役
場
内
線
１
３
５
番

緊
急
速
報
メ
ー
ル
試
験
配
信

昨
年
11
月
３
日(

日)

に
上
牧
町
で
試
験

配
信
し
ま
し
た
緊
急
速
報
メ
ー
ル
が
香
芝

市
内
で
行
わ
れ
ま
す
。

▼
と
　
き

３
月
11
日(

火)

午
後
１
時
頃

▼
内
　
容

携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
・
タ
ブ
レ
ッ
ト(

Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
・
Ｋ
Ｄ

Ｄ
Ｉ
・
ソ
フ
ト
バ
ン
ク)

に
、
情
報
発
信
時

刻
に
香
芝
市(

エ
リ
ア)

内
に
い
る
か
た
に

対
し
、
訓
練
メ
ー
ル
が
一
斉
に
鳴
り
ま
す
。

▼
配
信
内
容

【
訓
練
】
こ
ち
ら
は
香
芝
市
で
す
。
こ
れ

は
香
芝
市
か
ら
の
訓
練
通
報
で
あ
り
、

実
際
の
災
害
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

震
度
７
の
強
い
地
震
が
発
生
し
、
○

○
地
区
に
て
災
害
が
発
生
し
ま
し
た
。

火
災
が
広
が
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の

で
、
○
○
地
区
に
避
難
勧
告
を
発
令
し

ま
し
た
。
直
ち
に
○
○
避
難
所
へ
避
難

し
て
く
だ
さ
い
。

※
こ
れ
は
訓
練
で
す
。
実
際
の
災
害
時
に

は
身
の
安
全
を
確
保
し
、
適
切
な
情
報

に
基
づ
き
避
難
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
注
意
点

・
緊
急
速
報
メ
ー
ル
の
対
応
機
種
や
設
定
変

更
な
ど
は
、
各
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
販
売

店
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・
機
種
や
設
定
に
よ
り
、
マ
ナ
ー
モ
ー
ド
や
ド

ラ
イ
ブ
モ
ー
ド
設
定
中
で
も
緊
急
速
報
メ
ー

ル
が
鳴
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
受
信
を
希
望

さ
れ
な
い
場
合
は
電
源
を
お
切
り
く
だ
さ
い
。

・
電
波
状
況
な
ど
に
よ
り
、
受
信
で
き
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
先

香
芝
市
役
所
　
危
機
管
理
部
危

機
管
理
課
　

76
ー
２
０
０
１(

内
線
１
２

２
・
１
２
３)
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集
団
特
定
健
康
診
査

健
診
を
受
け
て
お
ら
れ
な
い
か
た
は
、

本
年
度
中
に
是
非
受
け
て
く
だ
さ
い
。

▼
と
　
き

３
月
14
日(

金)

午
前
９
時
か
ら

11
時
ま
で
受
付

▼
と
こ
ろ

２
０
０
０
年
会
館

▼
対
象
者

40
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
国
民
健

康
保
険
加
入
者
と
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
で
、
昨
年
４
月
か
ら
ま
だ
受
け
て
お

ら
れ
な
い
か
た

▼
費
　
用

５
０
０
円

▼
内
　
容

問
診
、
身
体
計
測
、
腹
囲
、
検
尿
、

血
圧
、
血
液
検
査
、
心
電
図
、
医
師
の
診
察

医
師
の
判
断
で
追
加
検
査
が
実
施
さ
れ

ま
す
。

※
特
定
健
康
診
査
を
受
診
さ
れ
て
い
な
い
か

た
で
、
人
間
ド
ッ
ク
、
職
場
で
の
定
期
健

診
、
か
か
り
つ
け
医
で
の
定
期
検
査
を
実

施
の
か
た
は
、
検
査
結
果
の
情
報
提
供
を

お
願
い
し
ま
す
。

▼
申
込
方
法

電
話
か
保
険
年
金
課
ま
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先

保
険
年
金
課
　

役
場
内
線
１
２
２
番

上
牧
町
指
定
給
水
装
置
工
事

事
業
者
の
新
規
指
定

上
牧
町
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者(

指

定
工
事
業
者)

に
次
の
業
者
を
新
た
に
指
定

し
ま
し
た
。

☆
新
規
指
定

大
角
工
業

三
郷
町
立
野
南
３
丁
目
28
番
21
号

73
ー
４
７
０
５

▼
問
合
先

上
下
水
道
課
　
上
水
道
係

76
ー
４
５
９
９

水
道
の
一
時
的
水
圧
低
下
と

断
水
の
お
知
ら
せ

水
道
施
設
高
圧
受
電
設
備
の
精
密
点
検

に
伴
い
、
自
家
発
電
設
備
に
よ
る
配
水
ポ

ン
プ
で
の
給
水
を
行
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

町
内
の
全
給
水
地
区(

片
岡
台
は
除
く)

で
、

一
時
的
に
水
圧
の
低
下
や
地
盤
の
高
い
地

域
で
は
断
水
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

利
用
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
大
変
ご
迷
惑
を

お
か
け
し
ま
す
が
、
設
備
の
故
障
な
ど
に

よ
る
断
水
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に

も
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
と
　
き

３
月
20
日(

木
）
午
前
１
時
か
ら

４
時(

夜
間)

▼
問
合
先

上
下
水
道
課
　
上
水
道
係

76
ー
４
５
９
９

文
化
協
会
作
品
発
表
会

上
牧
町
文
化
協
会
で
は
、
中
央
公
民
館

展
示
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
役
場
で
作
品
の
発
表

会
を
行
っ
て
い
ま
す
。

☆
中
央
公
民
館

２
月
18
日(

火)

か
ら
３
月
20
日(

木)
ま
で

・
書
道
ク
ラ
ブ
　
青
竹
会(

展
示
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）

・
ま
き
の
は
陶
芸
ク
ラ
ブ
水
曜
組(

陳
列
ケ
ー
ス
）

３
月
20
日(

木)

か
ら
４
月
25
日(

金)

ま
で

・
西
大
和
水
彩
画
ク
ラ
ブ(

展
示
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）

・
ト
ー
ル
ペ
イ
ン
ト
　
梦
フ
ァ
ク
ト
リ
ー(

陳

列
ケ
ー
ス
）

☆
役
場

３
月
24
日(

月)

か
ら
５
月
30
日(

金)

ま
で

・
油
絵
　
サ
ン
デ
ー
パ
レ
ッ
ト

各
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
の
お
問
合
わ
せ
は

中
央
公
民
館
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
先

中
央
公
民
館
　

76
ー
３
６
１
０

特
別
支
援
教
育
児
童
生
徒
支
援

ス
タ
ッ
フ
を
募
集

町
内
小
・
中
学
校
で
、
児
童
生
徒
に
対

す
る
介
助
や
支
援
を
行
う
ス
タ
ッ
フ(

臨
時

職
員)

を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

▼
職
務
内
容

小
・
中
学
校
の
通
常
学
級
に
在
籍
す
る

児
童
生
徒
の
中
で
特
別
な
配
慮
を
必
要
と

す
る
児
童
生
徒
と
、
特
別
支
援
学
級
に
在

籍
す
る
児
童
生
徒
へ
の
介
助
や
学
習
活
動

の
支
援

▼
募
集
人
員

若
干
名

▼
申
込
資
格

教
員
免
許
を
持
つ
健
康
な
か

た
▼
採
用
期
間

４
月
１
日(

火)

か
ら

(

勤
務
状
況
が
良
好
な
場
合
、
６
か
月
毎
の

期
間
で
更
新
有)

▼
賃
　
金

１
時
間
あ
た
り
８
５
０
円

▼
勤
務
条
件

１
日
６
時
間
・
週
５
日
勤
務
、

勤
務
時
間
は
概
ね
午
前
９
時
か
ら
午
後
３

時
ま
で

▼
休
　
日

週
休
２
日
制
。
土
・
日
・
祝
日

と
学
校
が
休
み
の
期
間

▼
申
込
方
法

市
販
の
履
歴
書(

写
真
貼
付)

に
記
入
の
う
え
教
員
免
許
状
の
写
し
と
と

も
に
教
育
総
務
課
に
持
参
か
郵
送
し
て
く

だ
さ
い
。

提
出
書
類
は
お
返
し
し
ま
せ
ん
。
後
日

面
接
の
う
え
採
用
の
可
否
を
決
定
し
ま
す
。

▼
申
込
期
間

３
月
３
日(

月)

か
ら
17
日(

月)

の
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

▼
問
合
先

教
育
総
務
課
　

役
場
内
線
１
３
５
番

上
牧
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ

ク
ラ
ブ
教
室
開
催

☆
健
康
体
操

▼
と
　
き

３
月
25
日(

火)

午
前
11
時
か
ら

正
午

▼
と
こ
ろ

上
牧
第
二
町
民
体
育
館

▼
対
象
者

町
内
在
住
一
般
男
女(

お
子
さ
ん

連
れ
可)

▼
定
　
員

30
名

▼
持
ち
物

運
動
の
で
き
る
服
装
・
タ
オ

ル
・
飲
料
水

▼
受
講
料

２
０
０
円

▼
講
　
師

健
康
体
操
Ｇ
Ｌ
Ｅ
Ｅ
Ｍ
イ
ン
ス

ト
ラ
ク
タ
ー
　
坂
根
　
愛

▼
申
込
期
間

３
月
１
日(

土)

か
ら
23
日(

日)

ま
で

☆
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ケ
ア
・
ア
ー
ト
バ
ル
ー
ン

教
室

▼
と
　
き

３
月
30
日(

日)

午
前
10
時
か
ら

正
午

▼
と
こ
ろ

上
牧
第
二
町
民
体
育
館

▼
対
象
者

町
内
在
住
６
歳
か
ら
15
歳
の
親
子

▼
定
　
員

30
名

▼
持
ち
物

運
動
の
で
き
る
服
装
・
タ
オ

ル
・
飲
料
水

▼
受
講
料

２
０
０
円

▼
講
　
師

大
阪
府
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
協

会
公
認
　
小
野
良
子

▼
申
込
方
法

３
月
１
日(

土)

か
ら
27
日(

木)

ま
で

▼
申
込
先

上
牧
第
二
町
民
体
育
館(

月
曜
休

館
日)

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

73
ー
８
８
９
６
　

▼
問
合
先

上
牧
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ

ブ
設
立
準
備
委
員
会
　
ク
ラ
ブ
マ
ネ
ジ
ャ
ー

竹
之
内

０
９
０
ー
６
５
５
７
ー
０
７
０
１
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い
き
い
き
教
室(

ス
ト
レ
ス

関
係)

を
開
催

日
々
介
護
を
担
っ
て
お
ら
れ
る
か

た
へ
の
ね
ぎ
ら
い
と
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し

て
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

▼
と
き
・
内
容

☆
３
月
７
日(

金
）
自
己
紹
介
・
フ
リ
ー

ト
ー
ク
・
介
護
保
険
制
度
・
サ
ー
ビ
ス

に
つ
い
て

☆
３
月
11
日(

火
）「
自
分
の
リ
ラ
ッ
ク
ス

法
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
」
臨
床
心
理

士
の
講
義
と
実
技

☆
３
月
14
日(

金
）「
音
楽
に
あ
わ
せ
て
体

を
動
か
し
ま
し
ょ
う
」

※
３
日
と
も
、
午
後
１
時
30
分
か
ら
３
時

30
分

▼
と
こ
ろ

２
０
０
０
年
会
館
　
集
団
検

診
室

▼
費
　
用

無
料

▼
定
　
員

先
着
15
名

▼
申
込
方
法

３
月
３
日(

月)

午
前
８
時

30
分
か
ら
電
話
か
生
き
活
き
対
策
課
ま

で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

す
こ
や
か
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

少
子
高
齢
化
社
会
が
や
っ
て
き
て
久

し
い
で
す
が
、
翌
年
か
ら
は
団
塊
の
世

代
が
高
齢
者
の
仲
間
入
り
を
し
て
地
域

社
会
に
戻
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
地

域
で
自
分
自
身
が
役
割
を
持
ち
力
を
発

揮
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
講
座
を

開
催
し
ま
す
。
講
座
終
了
後
は
す
こ
や

か
サ
ポ
ー
タ
ー(

前
回
ま
で
の
修
了
生)

と
一
緒
に
活
動
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
と
き
・
内
容

☆
３
月
10
日(

月
）
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
・
自
己
紹
介
・
講
義
と
体
操
「
足
腰

を
痛
め
な
い
た
め
の
運
動
習
慣
を
身
に

乳幼児がかかる病気でも最も多いのが感染
症です。ワクチンは、かかると命の危険や重
い後遺症が残ることもある感染症から多くの
子どもたちを守ってきています。ワクチンが
開発されていないものもありますが、ワクチ
ンで防げる感染症は、ワクチンで免疫をつけ
て予防しましょう。
予防接種には、接種するのに適した年齢が

あります。定期接種では、接種を行う年齢の
幅が定められており、その範囲の中で標準な
年齢の幅が示されています。
まだ接種していない予防接種がないか、お

子さんの母子健康手帳でもう一度確認してく
ださい。予診票をお持ちでないかたは、母子
健康手帳を持参のうえ、生き活き対策課まで
取りに来てください。

～接種期限に注意してください～
☆麻しん・風しん(ＭＲ)混合ワクチンⅡ期
年長児にあたる年齢(平成19年４月２日か

ら20年４月１日生まれ）のかたで、まだ接種
していないかたは、予防接種法による無料で
受けられる期間が平成26年３月31日までと
なっていますので早めに接種してください。

任意予防接種の一部助成実施中

～助成対象の接種期間は残りわずかです～
☆風しん(麻しん風しん混合)ワクチン
上牧町では風しんの流行を防ぎ、妊婦と赤

ちゃんの健康を守るため、ワクチン接種費用
の一部を助成します。
(対象者)
19歳以上(平成７年４月１日以前生まれ)で

妊娠予定の女性や妊娠している女性の配偶
者、同居家族
※妊娠中の女性・麻しん風しん混合ワクチ
ン、風しんワクチンいずれかを２回接種して
いるかた・風しんにかかったことが明らかな
かたは除く

(実施期間)
平成25年４月１日から26年３月31日に接

種した風しん単独ワクチン、麻しん風しん混
合ワクチン
(助成額)
風しん単独ワクチン　上限４,０００円
混合ワクチン　　　　上限６,０００円
(助成回数)
１回
(申請方法)
医療機関に予約される前に、生き活き対策

課へお問い合わせください。医療機関で接種後、
必要書類を持参し、１か月以内に申請してくだ
さい。償還払いとなります。(※３月中に接種
されるかたは、速やかに申請してください)
(持参書類)
ワクチン接種費用支払領収書、接種済証

(お持ちのかた)、印かん、通帳(口座番号がわ
かる物)、本人の住所と年齢を確認できるも
の(健康保険証、運転免許証など)
妊娠をしている女性の夫・同居家族は、子

の母子健康手帳《子の保護者欄に記入済のもの》

☆肺炎球菌ワクチン(満65歳以上)
肺炎球菌による肺炎などの感染症を予防し

重症化を予防するワクチンです。
(対象者)
上牧町に住民登録のある接種を希望する満

65歳以上のかた、この予防接種を受けてか
ら５年以上経過しているかた
(実施期間)
平成25年７月１日から26年３月31日
(助成額)
１回のみ　４,０００円
※生活保護世帯のかたは、生き活き対策課ま
でお問い合わせください。
(申込方法)
本人の住所と年齢を確認できるもの(健康

保険証、運転免許証など)を持参し、生き活
き対策課まで予診票を取りに来てください。

●
予
防
接
種
は
お
済
み
で
す
か
●



9
かんまき 2014.3.

●問合先：生き活き対策課 79-2020 2000年会館内

●問合先：生き活き対策課 79-2020
●ところ：2000年会館内

★ささゆりルーム相談日
乳幼児・成人健康相談
と　き：３月11日（火）
午前10時から11時30分
：３月18日（火）

午後１時30分から３時
内　容：(乳幼児) 計測、育児や発
達についてなど
：(成人) 糖尿病・高血圧・高

脂血症・禁煙・生活習慣を改善
したいなど

ところ：アピタ１階　ささゆりル
ーム

かいご相談
と　き：３月12日（水）
午前10時から11時30分
：３月20日（木）

午後１時30分から３時
内　容：介護に関する総合相談
ところ：アピタ１階　ささゆりル
ーム

対象者には個人通知します。

★乳児（３・10か月児）健康診査
３か月児
と　き：３月13日（木)
午後１時から１時30分まで受付
対象者：平成25年11月９日から12月
８日生まれ

10か月児
と　き：３月13日（木)
時間は個人通知します
対象者：平成25年４月14日から５月
13日生まれ

★乳児相談
と　き：３月４日（火）
午後１時30分から３時まで受付
対象者：１歳になるまでの乳児と
保護者

内　容：計測、相談（育児・発達・
離乳食など）午後２時から２時
15分は交流会を行います（ふれあ
い遊び、保護者の交流）。交流会の
時間は、計測を一時中断します。

持参品：母子健康手帳

★幼児相談
と　き：３月28日（金）
午前９時から11時までと午後１時
30分から３時まで受付

対象者：１歳から就学前までの幼児
と保護者

内　容：計測、相談（食事・子育て
など）

持参品：母子健康手帳

★成人健康相談【要予約】
と　き：３月28日（金)
午前９時から11時30分までと
午後１時30分から４時まで受付
糖尿病・高血圧・高脂血症・禁煙・
生活習慣を改善したいなど、何でも

お気軽にご相談ください。

★１歳８か月児健康診査
と　き：３月12日（水)
午後１時から１時30分まで受付
対象者：平成24年６月16日から８月
12日生まれ

★妊婦さん集まれ！【要予約】
とき・内容：
３月４日（火）
午後１時30分から３時まで
助産師のお話
対象者：妊婦
持参品：母子健康手帳

平日、午前９時から午後５時

まで利用して頂けます。

プレイルーム利用日について

つ
け
よ
う
」

☆
３
月
17
日(

月
）
講
義
と
実
習
「
元
気

を
維
持
す
る
食
事
を
知
り
ま
し
ょ

う
」
・
「
口
の
健
康
に
つ
い
て
学
び
ま

し
ょ
う
」

☆
３
月
19
日(

水
）
講
義
「
介
護
保
険
制

度
に
つ
い
て
知
り
、
よ
り
よ
く
活
用
し

ま
し
ょ
う
」
・
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

※
３
日
と
も
、
午
後
１
時
30
分
か
ら
３
時

30
分

▼
と
こ
ろ

２
０
０
０
年
会
館
　
集
団
検

診
室
な
ど

▼
材
料
費

実
費(

調
理
実
習
材
料
費)

▼
定
　
員

先
着
20
名

▼
申
込
方
法

３
月
３
日(

月)

午
前
８
時

30
分
か
ら
電
話
か
生
き
活
き
対
策
課
ま

で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

親
子
で
つ
く
る
お
や
つ
教
室

▼
と
　
き

３
月
25
日(

火
）
午
後
１
時

30
分
か
ら
３
時
ま
で

▼
と
こ
ろ

２
０
０
０
年
会
館
　
調
理
実

習
室

▼
メ
ニ
ュ
ー

コ
コ
ア
ケ
ー
キ
、
り
ん
ご

か
ん(

今
年
度
中
は
同
じ
メ
ニ
ュ
ー
で
す)

▼
対
　
象

４
歳
か
ら
小
学
３
年
生
の
親

子
（
今
年
度
中
、
１
回
の
み
受
講
し
て

く
だ
さ
い
）

▼
定
　
員

親
子
合
せ
て
20
名

▼
費
　
用

大
　
人
　
２
０
０
円

子
ど
も
　
１
０
０
円
　

▼
持
ち
物

エ
プ
ロ
ン
・
三
角
巾
・
手
拭

き
タ
オ
ル

▼
申
込
方
法

３
月
６
日(

木)

午
前
８
時

30
分
よ
り
電
話
か
生
き
活
き
対
策
課
ま

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
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子どものインターネットやゲームの使用時 

使いすぎやトラブル防止に向け家庭内でルール作りを！ 

無料アプリの利用が、子ども間のいじめなどの引き金になるケースも！ 
　今、無料で友達とメッセージの交換や電話ができるアプリが普及しています。スマートフォンはも

ちろん、Wi-Fiに繋がるゲーム機やプレーヤーでもこういうアプリが利用可能です。「すぐに返事を返

さない（既読無視）」・「グループでメッセージをやり取りしていたのに、突然そのグループから外さ

れた」などアプリの使用にまつわるトラブルが多発。メールとは異なり、メールアドレス入力が不要

なので、メッセージのやり取りが確認しやすいなど、メリットはたくさんあります。しかしその反面、

アプリの特徴である即効性が入力内容を熟考する暇を与えないため、読み返すことなく送信してしま

い、感情のまま入力しがちです。それがトラブルを引き起こす原因にもなっています。子どもたちが

簡単に返信できる環境にあるからこそ起こるトラブルでもあります。「我が家ではスマホを利用する

時のルールが決まっていて、○時以降はスマホを使えないから返信もできない」などと使用当初から

友達に明言しておけば、トラブルに巻き込まれにくいと考えられます。長時間ＩＴ機器を使うことに

より、疲労はもちろん、深夜まで使って睡眠不足になったり、勉強の妨げになることもあります。子

どもがＩＴ機器に振り回されるのではなく、機器を使いこなせるための施策として子どもが仲良くし

ているご家庭と一緒に、あるいは地域や学校単位でルール作りをすることが重要です。 

 

どんなルールを作るべき？ 
　2012年のクリスマスにアメリカで、母が息子にクリスマスプレゼントとして18個の約束ととも

にスマホの使用許可を贈ったという話が話題になりました。料金は親が払っているのだから、ス

マホは親が子どもに貸している状態、サイトに登録する時には親の許可が必要、使用時間も親と

決めたルールを守ることなど、18個の約束がされています。細かくルール作りをするのは大変だ

と思いますが、　 

★一日最高何時間使用していいか？ 

★朝何時から夜何時まで使用していいか？ 

★使用状況が把握出来るリビングなど使用場所を限定する 

★サイトに登録する際には親に申告する 

など、最低限のルールを使用当初から子どもと一緒に考え、 

それを友達にも公表するという使い方がトラブル回避となるでしょう。 

　子どもたちは、ＩＴ機器とともに生活をしていく世代、ＩＴ機器が生活必需品である世代。使わせ

ないではなく、いかに使わせるか考えるべきです。導入時の大人の気配り、目配り、配慮が必要です。 

　子どもたちの進学や進級に合わせ新しくスマートフォン（以下スマホ）や携帯ゲーム機（以

下ゲーム機）、携帯音楽プレーヤー（以下プレーヤー）などの購入を検討されているご家庭

も多いことでしょう。これらの機器の普及に伴い、トラブルも増加中です。今月は、使

用時の注意点について考えてみました。 

　上牧町はこれからも、消費者の安全と安心を確保するため、消費生活に対する

相談体制の一層の充実を図るとともに、住民の皆様が安心してご利用いただける

相談室を目指し、啓発活動の強化、悪質商法の排除など、継続的に消費者行政に

力強く取り組んでまいりたいと考えています。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  上牧町長　今中　富夫 
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●
は
図
書
館
の
休
館
日

●図書館休館日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）･毎月末日（その日が、休館日にあたる時はその翌日も休館）･年末、年始（12／27～１／5） 78－9903
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９
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●買い物は県内で！ たばこは町内で買いましょう。

◆上牧町ホームページ◆
・http://www.town.kanmaki .nara . jp/
・Eメール kanmak i＠p l um .ocn . ne . j p

図書館通信
新 刊 紹 介

いのちを選ぶ社会
坂井律子著　ＮＨＫ出版

医学の発達は治療
だけではなく、出生
前診断という分野に
も及んでいます。倫
理的な面を含めて、
海外の現状や日本国
内での受け止め方な
ど、様々な立場から
の意見や声をまとめ
たリポートです。

誰もが知っている
あんぱんまん、昨年
亡くなられた原作者
のやなせたかし氏が
あんぱんまんを描く
きっかけになったの
は戦争で経験した
「飢え」でした。やな
せ氏が自身の戦争体
験を語ったほんです。

赤いマーカ
ーを手にした
少女が壁に描
い た 赤 い ド
ア、それを開
けた時不思議
な世界に少女

は導かれます。絵だけで話がすすみ
想像力を掻き立てられる不思議な絵
本です。

ぼくは戦争は大きらい
やなせたかし著　小学館

ジャーニー
アーロン・ベッカー著　講談社

梨園の娘
東芙美子著　角川書店

「城下町」の人間学
岩中祥史著　潮出版社

そぞろ歩きをして
みたい街として城下
町を挙げるかたは多
いと思います。そん
な魅力的な街に住む
人々は故郷への思い
も人一倍？城下町に
からめて県民性を語
ったユニークな文化
論です。

歌舞伎役者の家に
生まれ才能がありな
がら役者になること
を禁じられ、それで
も女優になるという
夢を叶えようとする
娘とそれを妨害する
父の姿を、華やかで
厳しい梨園を舞台に
描いた小説です。

寺
子
屋
か
ら
募
集 

(

３
月
中
無
料
体
験
学
習) 

　
驚
き
の
月
謝
で
３
人
制
、
５
人
制
の
指
導 

　
孫
の
よ
う
に
愛
情
を
も
っ
て
指
導 

　
手
取
り
、
足
取
り
、
き
め
細
か
い
指
導 

　
歴
史
や
実
績
の
な
い
個
人
塾
が
評
価
を
得

る
に
は
地
道
で
真
剣
な
指
導
以
外
、
道
は
な

い
と
時
間
を
忘
れ
指
導
し
て
い
ま
す
。 

　
小
、
中
学
生
の
学
習
で
成
績
に
差
が
つ
く

大
き
な
原
因
は
能
力
で
な
く
ヤ
ル
気
、
負
け

ん
気
、
ケ
ジ
メ
な
ど
の
性
格
面
で
す
。
こ
れ

を
改
善
す
る
に
は
人
生
経
験
豊
富
な
指
導
者

が
必
要
で
す
。 

　
　
　
　
　
★
小
　
学
　
生
★ 

　
今
来
て
い
る
児
童
は
性
格
面
で
心
配
す
る

ほ
ど
の
問
題
は
な
く
、
み
ん
な
成
績
優
秀
で
す
。 

　
昨
年
１
月
に
英
検
５
級
に
合
格
し
た
３
人

は
、
10
月
に
全
員
４
級
に
も
合
格
し
、
卒
業

ま
で
に
３
級
合
格
は
確
実
で
、
２
・
３
年
生

の
中
に
も
今
年
中
に
５
人
が
５
級
合
格
の
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
ス
ピ
ー
ド
合
格

に
導
く
塾
は
他
に
無
い
と
思
い
ま
す
。 

　
勉
強
は
宿
題
、
課
題
を
与
え
た
作
文
、
算

数
の
文
章
問
題
を
重
点
的
に
、
残
り
を
英
語

に
回
し
て
こ
の
成
果
で
す
。 

　
　
定
員
５
人
　
月
謝
　
一
万
円 

　
　
週
２
回
　
　
各
２
時
間 

　
　
　
　
　
★
中
　
学
　
生
★ 

　
性
格
面
で
問
題
の
あ
る
生
徒
が
多
く
成
績

の
よ
く
な
い
生
徒
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
が
、

今
こ
そ
私
の
出
番
だ
と
人
生
の
こ
と
、
将
来

の
こ
と
、
勉
強
の
大
切
さ
な
ど
毎
回
時
間
を

割
い
て
教
え
て
い
ま
す
。
少
し
は
前
向
き
に

な
っ
た
と
実
感
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
中
、

入
塾
前
40
点
台
の
数
学
が
１
ケ
月
後
の
定
期

試
験
で
90
点
台
を
取
っ
た
生
徒
も
い
ま
す
。

何
か
の
キ
ッ
カ
ケ
で
変
わ
る
年
代
で
私
の
商

社
勤
務
時
代
の
話
も
役
立
っ
て
い
ま
す
。 

　
　
定
員
３
人
　
月
謝
　
一
万
六
千
円 

　
　
週
２
回
　
　
各
２
時
間 

　
３
２
―

９
２
８
０
　
片
岡
台
　
金
澤 

　
０
７
０
―

５
２
６
７
―

５
１
５
１ 

（
広
告
）

★３月のお話会ピーターパン★

４日（火）・18日（火）
午前10時30分から

８日（土）・22日（土）
午後２時から

・町立図書館ホームページで
蔵書検索ができます。

http://www5.ocn.ne.jp/̃ kanmaki/

・本、AV資料は期限内に返却
しましょう。

・図書館の開館時間
午前９時から午後５時まで。
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世帯数....................9,774(－２)

男　性.................11,176(－７)

女　性.................12,296(－13)

合　計..................23,472(－20)
（ ）は前月比

平
成
26
年
１
月
末
日
現
在

《ご案内》

＊町の木 ＊町の花

広
報
「
か
ん
ま
き
」
の
広
告

広
報
「
か
ん
ま
き
」
の
紙
面
に
町
の
財
源
確
保
の
一
環

と
し
て
申
し
込
み
順
に
有
料
広
告
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
町
が
広
告
主
の
利
用
を
特
別
に
推

奨
し
た
り
、
そ
の
内
容
を
保
証
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
ご
利
用
に
あ
た
っ
て
は
ご
自
身
の
判
断
で
お
願
い

し
ま
す
。
掲
載
ご
希
望
の
か
た
は
、
広
告
案
を
持
参
し
、

毎
月
５
日
ま
で
に
秘
書
課
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●法律相談
☆上牧町主催（偶数月に開催）

担　当：弁護士

と　き：2・4・6・8・10・12月の第一水曜日

午後１時30分～４時30分

ところ：2000年会館

定　員：申込順６名（予約制・随時予約）

内　容：各種法律問題全般

申込・問合先：秘書課　 役場内線222番

☆中南和法律相談センター（奇数月に開催）
担　当：弁護士

と　き：1・3・5・7・9・11月の第二金曜日

午後１時～４時

ところ：2000年会館

定　員：申込順６名（相談日１週間前より予約受付）

内　容：各種法律問題全般

申込・問合先：奈良弁護士会

0742ー22ー2035

●行政相談
担　当：行政相談委員

と　き：毎月第二金曜日　午後１時～４時

ところ：2000年会館

内　容：役所の仕事について全般

問合先：秘書課　 役場内線222番

●納税相談
担　当：徴税吏員

と　き：毎月第二水曜日　午後1時～3時30分

ところ：役場１階　徴収課

定　員：申込順５名（相談日１週間前より予約受付）

内　容：町税と介護保険料、後期医療保険料について

申込・問合先：徴収課　 役場内線125番

●人権相談
担　当：人権擁護委員

と　き：毎月第二金曜日　午後１時～４時

ところ：2000年会館

内　容：人権問題全般

問合先：福祉課　 役場内線145番

●消費生活相談
担　当：消費生活相談員

と　き：毎週火曜日 午後1時～5時

毎週木曜日 午前8時30分～午後0時30分

（上記共、祝日は除く）

ところ：上牧町役場１階相談室

と　き：毎週月曜日 午後1時～5時

毎週水曜日 午前8時30分～午後0時30分

（上記共、祝日は除く）

ところ：河合町役場二階相談室

（河合町での相談もできます）

内　容：消費生活問題全般・多重債務問題

問合先：秘書課　 役場内線222番

●教育相談
担　当：学校指導主事

と　き：毎週火曜日　午後１時30分～４時

相　談：電話による相談　 役場内線119番

内　容：教育問題全般

問合先：教育総務課　 役場内線119番

●スクールカウンセラー教育相談
担　当：スクールカウンセラー
内　容：教育問題全般

ところ：①上牧中学校

と　き：３月７日

午前11時～午後５時

申込先：上牧中学校　 76ー5479

問合先：教育総務課　 役場内線119番

地域密着型で効率的な広告

お店の広告は広報紙で
月1回、町内全戸配布の広告で商売繁盛

広報 かんまきかんまき
上牧町役場秘書課　0745－76－1001
掲載料：1枠 1万円／2枠 2万円
（この見本の大きさは１枠です）

見本

14

3

・

・


